
図
書
館 

☎
69
◆

3
7
0
6

本
の
リ
サ
イ
ク
ル

図
書
館
の
リ
サ
イ
ク
ル
本
や
雑

誌
、
市
民
の
皆
さ
ん
よ
り
提
供
し

て
い
た
だ
い
た
本
を
無
料
で
配
布

し
ま
す
。

と
　
き　
8
月
1
日
㈮
～
6
日
㈬

　

午
前
9
時
～
午
後
7
時

と
こ
ろ　
図
書
館
展
示
コ
ー
ナ
ー

福
祉
課 

☎
66
◆

1
1
0
6

戦
没
者
に
黙
と
う
を

「
全
国
戦
没
者
追
悼
式
」
が
行

わ
れ
ま
す
。
市
民
の
皆
さ
ん
も
、

そ
れ
ぞ
れ
の
場
所
で
戦
没
者
を
追

悼
し
、黙
と
う
を
お
願
い
し
ま
す
。

と
　
き　
8
月
15
日
㈮　

正
午
か

ら
1
分
間

長
寿
課 

☎
66
◆

1
1
7
6

介
護
保
険
料
の
お
知
ら

せ
を
送
付
し
ま
す

65
歳
以
上
で
該
当
す
る
方
に
平

成
26
年
度
の
介
護
保
険
料
額
決
定

通
知
書
ま
た
は
介
護
保
険
料
額
決

定
通
知
書
・
特
別
徴
収
開
始
通
知

書
を
送
付
し
ま
す
。
内
容
を
ご
確

認
く
だ
さ
い
。

税
務
収
納
課 

☎
66
◆

1
1
1
6

個
人
事
業
税
第
1
期
分

の
納
税
を
お
忘
れ
な
く

個
人
事
業
税
の
第
1
期
分
の
納

期
限
は
9
月
1
日
㈪
で
す
。

8
月
中
旬
に
県
か
ら
納
税
通
知

書
を
送
り
ま
す
の
で
、
最
寄
り
の

銀
行
、
農
協
、
漁
協
、
ゆ
う
ち
ょ

銀
行（
郵
便
局
）
な
ど
の
金
融
機

関
も
し
く
は
コ
ン
ビ
ニ
エ
ン
ス
ス

ト
ア（
納
付
書
の
納
付
金
額
が
30

万
円
以
下
限
定
）ま
た
は
県
税
事

務
所
で
納
付
し
て
く
だ
さ
い
。

な
お
、
ペ
イ
ジ
ー
に
対
応
し
て

い
る
イ
ン
タ
ー
ネ
ッ
ト
バ
ン
キ
ン

グ
ま
た
は
Ａ
Ｔ
Ｍ
を
利
用
し
て
納

付
す
る
こ
と
も
で
き
ま
す
。
た
だ

し
、
領
収
証
書
が
発
行
さ
れ
ま
せ

ん
の
で
、
領
収
証
書
が
必
要
な
方

は
金
融
機
関
な
ど（
ゆ
う
ち
ょ
銀

行
を
除
く
）の
窓
口
で
納
付
し
て

く
だ
さ
い
。

納
税
に
は
便
利
で
安
全
な
口
座

振
替
の
制
度
も
あ
り
ま
す
。
希
望

さ
れ
る
方
は
口
座
を
開
設
し
て
い

る
金
融
機
関
の
窓
口
で
手
続
き
く

だ
さ
い
。
た
だ
し
、
手
続
き
の
時

期
に
よ
り
、
第
2
期
分
か
ら
の
取

扱
い
と
な
る
場
合
が
あ
り
ま
す
。

問
合
先　
東
三
河
県
税
事
務
所
課

税
第
1
課（
☎
０
５
３
２
◆

35
◆

６
１
２
７
）

児
童
課 

☎
66
◆

1
1
0
8

現
況
届
を
提
出
し
て
く
だ
さ
い

現
在
、
児
童
扶
養
手
当
・
県
遺

児
手
当
・
市
遺
児
手
当
・
特
別
児

童
扶
養
手
当
の
受
給
資
格
者
に

な
っ
て
い
る
方
は
、
引
き
続
き
対

象
と
な
る
か
を
確
認
す
る
た
め
、

現
況
届
を
提
出
し
て
く
だ
さ
い
。

所
得
の
確
認
を
し
ま
す
の
で
、
平

成
25
年
分
の
所
得
に
つ
い
て
申
告

が
お
済
み
で
な
い
方
は
、
至
急
、

申
告
を
し
て
く
だ
さ
い
。

ま
た
、
現
在
は
所
得
超
過
で
申

請
を
さ
れ
て
い
な
い
方
も
、
前
年

中
の
所
得
に
よ
っ
て
は
受
給
対
象

と
な
る
場
合
が
あ
り
ま
す
の
で
、

該
当
す
る
と
思
わ
れ
る
方
は
お
問

い
合
わ
せ
く
だ
さ
い
。

提
出
期
間　

○
児
童
扶
養
手
当
・
県
遺
児
手
当
・

市
遺
児
手
当

　

8
月
1
日
㈮
～
29
日
㈮

○
特
別
児
童
扶
養
手
当

　

8
月
11
日
㈪
～
9
月
10
日
㈬

提
出
先　
児
童
課
児
童
福
祉
担
当

※
届
出
通
知
書
は
、
本
人
あ
て
に

郵
送
し
ま
す
。

※「
児
童
扶
養
手
当
一
部
支
給
停

止
適
用
除
外
事
由
届
出
書
」が

届
い
た
方
は
、
合
わ
せ
て
提
出

し
て
く
だ
さ
い
。
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　市民の皆さんと市長が直接意見交換する“地域懇談会”を、今年
度も開催します。
　開催時間を午前中とし、東三河広域連合（仮称）、健康づくり、都
市交通整備、防災対策など平成26年度の重点施策や地域の問題に
ついて、意見を交わしましょう。当日、直接会場へお越しください。

●時間　午前10時〜（1時間半程度を予定）
学校区 と　き ところ
蒲郡中 8月16日（土） 生きがいセンターホール
中部中 8月23日（土） 市民体育センター大会議室
三谷中 8月30日（土） 三谷公民館大会議室
西浦中 8月31日（日） 西浦公民館講堂
形原中 9月 6日（土） 形原公民館大ホール
大塚中 9月27日（土） 大塚公民館集会室
塩津中 10月 5日（日） 塩津公民館ホール

秘書課  ☎66◆1161

地域懇談会・広域連合住民説明会

東三河で進められている
「広域連合」についての住
民説明会も同時に行います


